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平成１３年５月１日、浦和・与野・大宮３市が合併し、「さいたま市」が誕生
しました。それに伴いより一層の行政との連携を図る為、３市それぞれで
活動していたＰＴＡ連合会も合併。当面は浦和ブロック、大宮ブロック、与
野ブロックとして事業を継承していました。

各学校単位を構成団体とし、学校の
の代表者（ＰＴＡ会長）をもって

総会となります。

発足当初は埼玉県ＰＴＡ連合会に
所属していました。

平成１３年当初は合併した旧市の
構成のまま各ブロックの形式で

活動していました。

平成１３年組織図

平成１５年組織図

現在とほぼ同じ、
児童生徒たちへのよりきめの細かい
心配りや地域との連携を諮るために
さいたま市行政区ごとの連合会を

設けました。

各学校単位を構成団体とし、学校の
の代表者（ＰＴＡ会長）をもって
総会となります。現在も同じです。

政令指定都市になり
さいたま市として加入しました。
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平成１４年当時、会長挨拶
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さいたま市ＰＴＡ協議会
広報紙 №２１より抜粋

そして現在

さいたま市ＰＴＡ協議会（市Ｐ協）
についての構成、事業、各学校
にお願いしているご負担金や
さいたま市から割り当てられる
補助金などの収入面や、お金の
使い方などについて説明がなさ
れています。
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市Ｐ協の中の人

さいたま市ＰＴＡ協議会では各区連合会から選出された３名の理事の中
から、会長、副会長、事業委員会、広報情報委員会、総務委員会などを
組織し、様々な業務を行っています。その方々はもちろん各学校ＰＴＡの
代表であるＰＴＡ会長さんたちであり、家庭や仕事や学校の行事などの
合間でその任を行っています。

さいたま市ＰＴＡ協議会では保護者の代表として県や市、関係諸団体へ
の会議に出席しています。

さいたま市ＰＴＡ協議会
広報紙 №５より抜粋

記事は平成１６年のものです。今は無い会議も
ありますが、令和元年では５１の会議に会長を
はじめ、理事等でいくつかずつ振り分けて出席
しています。このころは「あて職」という言葉で
すが現在では「出向会議」と言っています。

これは各行政をはじめとする様々な団体から

「保護者の代表」としての意見を求められる
もので、各々が高い意識で出席し、ＰＴＡならで
はの視点から意見を申し上げています。

直接子ども達に関係する会議もあり、地域に根
差した保護者の代表であるＰＴＡの会長でなけ
れば見えない視点で地域の要望などを反映さ
せながら今後もさらなる活躍を目指しています。
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他にもPTA協議会では

・広報紙コンクール
・広報紙づくり講習会
・役員研修会・セミナー
・舘岩少年自然の家視察研修環境整備
・教育委員会との交流会
・人権講演会
・教育委員会懇話会
・他関係団体研修会出席等

と、様々な事業を行っています。詳しい内容はホームページの活動報告
をご参照ください。
ほとんどの事業はPTA会長をはじめ、PTA役員となった方々がスムー
ズにPTA活動が出来るようになる為の勉強会であったり、教育委員会
との交流や日本PTAに関係する事業であったりしています。

さいたま市PTA協議会では会員の皆様に動員を求める事業は実施
しておりません。
講演会、セミナーなどなど、出席を強制するものではなく、PTA役員
の方の為の勉強会やほとんどがPTA会長の方々の為の情報提供や
交流、会議、研修会です。


